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介護予防支援・第１号介護予防支援利用契約重要事項説明書 

                          

 あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている介護予防支援又は第１号介護予防支援

（以下「介護予防ケアプラン」という。）利用について、契約を締結する前に知っておいていただき

たい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてく

ださい。 

 

  この「重要事項説明書」は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

７号）」第４条の規定の例により、介護予防支援・第１号介護予防支援利用契約締結に際して、

事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。 
 

１ ご利用者への介護予防ケアプラン提供を担当する事業所について 

  （１）事業所の名称・所在地等 

事 業 所 名 称  池田市伏尾地域包括支援センター(介護予防支援事業所) 

介 護 保 険 指 定 事  

業 者 番 号  
池田市指定   （指定事業者番号） ２７０２５０００３０ 

事 業 所 所 在 地  
〒５６３-００１１  池田市伏尾町１２‐１ 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名  

電話：０７２－７５２－１６４９ ＦＡＸ：０７２－７５４－１３２６  

相談担当者氏名  眞鍋 勲 
 
  （２）事業所窓口の営業日、営業時間及びサービス提供実施地域 

営 業 日 月曜日から土曜日(但し、１２月３０日から１月３日は休み。) 

営 業 時 間 午前９時００分～午後５時３０分まで 

サ ー ビ ス 提 供     

実 施 地 域  
池田市（細郷・秦野小学校区）区域 

 
  （３）事業所の職員体制 

事 業 所 の 管 理 者  主任介護支援専門員 眞鍋 勲 

職 種      主 な 職 務 内 容     人 員 数 

主任介護支援専門員 
地域での包括的ケアマネジメント支援業務 

（ケアマネジャー支援）等 
2 

保 健 師      

又は経験のある看護師  

介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント

の作成業務等 
1 

社 会 福 祉 士  高齢者の総合相談業務、権利擁護業務等 1 

介 護 支 援 専 門 員  
介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント

の作成業務等 
1 

       ※全ての職種の職員は、介護予防ケアプランの提供に従事します。 
 

２ 介護予防ケアプランを提供する事業者について 

事 業 者 名 称  社会福祉法人 大協会 

代 表 者 氏 名  理事長 加納 繁照 

主たる事業所所在地 〒５６３－００１１  池田市伏尾町１２‐１ 

TEL：０７２－７５２－１６４９ FAX：０７２－７５４－１３２６ 

  



３ 事業の目的・運営方針について 

事業の目的 

居宅要支援者及び事業対象者（以下「居宅要支援者等」という。）が指定介護予防サービス及

び第１号事業等（以下「介護予防サービス等」という。）の適切な利用等をすることができるよ

う地域包括支援センターの担当職員が、当該居宅要支援者等及びその家族の相談に応じて、そ

の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者等及びその家族の希望等を勘案し、介

護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成するとともに、当該介護予防サービ

ス計画又は介護予防ケアマネジメントに基づく介護予防サービス等の提供が確保されるよう、

指定介護予防サービス事業者及び指定事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。 

運営方針 

はじめに 

 事業者は、介護保険法等関連法令等を遵守し、公正中立な介護予防ケアプランの提供に努

めます。 

１  利用者が要支援状態（事業対象者を含む）になった場合においても、その状態の軽減

または悪化の防止に資するよう、介護予防ケアプランの提供に努めます。 

   また利用者が可能な限りその居宅において、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるように配慮したものとします。 

２  介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者による主体

的な取り組みを支援します。 

３  利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行います。 

４  利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行います。 

５  利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される介

護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等に不当に偏するこ

とのないよう、公正中立に行います。 

６  事業を行うにあたっては、利用者の居住する市町村、医療機関、居宅介護支援事業者

、介護予防サービス事業者、介護サービス事業者、第１号事業者等との連携に努めます

。 

 

＜介護予防ケアプラン提供の基本取扱方針＞ 

１  介護予防ケアプランは、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに医療サービ

スとの連携に配慮して行います。 

２  介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切な

サービスを選択できるよう、目標志向型の計画を作成します。 

３  自らその提供する介護予防ケアプランの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

  



４ 提供する介護予防ケアプランの内容について 

介護予防ケアプランの内容 提 供 方 法  
介 護 保 険 適 用  

の 有 無 

1 カ 月 当 た り   

の 利 用 料  

①介護予防サービス計画又は介護
予防ケアマネジメントの作成 

 

契約書別紙に掲

げる「介護予防支

援・第１号介護予

防支援提供の実施

方法等について」

を参照してく 

ださい。 

 

 原則として、①

～⑦は、一連業務

として、介護保険

の対象となるもの

です。 
 

 
 介護予防支援費 
 介護予防 

ケアマネジメント費 
 
 ◇初回の利用月 
  
    月額 8,043円 
 
 ◇２カ月目以降 
 
    月額 4,791円 
 
◇委託連携加算 

  
 委託開始月   3,252円 

②介護予防サービス等の事業者
との連絡調整 

③サービス実施状況の把握、評価 

④給付管理 

⑤利用者の状況の把握 

⑥介護予防サービス等に関 

する情報提供・相談等 

⑦要支援、事業対象者認定等
申請に対する協力、援助 

【介護予防ケアプランの一部委託】 

上記「介護予防ケアプランの内容」欄に記載の介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメ

ントの作成等の業務を居宅介護支援事業所に委託し実施することがあります。 

 

５ 利用料について 

介護予防ケアプランについては、原則として利用者の負担はございません。 

※介護保険適用の場合でも、利用者に保険料の滞納等がある場合には、一旦１カ月あたりについ

て、規定の料金を頂き、事業者からサービス提供証明書を発行いたします。 

 （サービス提供証明書を保険者(市町村）の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があります。） 

 

(その他の費用について） 

次に掲げる費用を、実費として、利用者に、負担していただきます。 

交 通 費 
事業者は、通常の事業実施地域を越えて業務を行う場合に

は、利用者に交通費を請求します。 

池田市の市域外の居宅等に
訪 問 し た 場 合 の 交 通 費  

要した交通費の実費  

         それぞれ請求しますので、指定する期日までにお支払いください。 

 

６ 契約期間とその自動更新、また契約の終了について 

契 約 期 間  契約期間は、現要支援認定又は事業対象者の有効期間の満了日までです

。 

 

契約の自動更新 

有効期間の満了３０日前までに、利用者から契約を終了する旨の申出が

ない場合には、この契約は次の要支援認定又は事業対象者の有効期間まで

、自動的に更新します。 

申 請 代 行 料 無  料 

サービス提供の実施記録等の複
写 実  費 



契 約 の 終 了 

次のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。 

１ 利用者が要介護認定、認定非該当若しくは基本チェックリスト非該当

となった場合。 

２ 利用者が事業者の事業実施地域から他地域へ転居・転出した場合(特に 

  事業者が認めた場合を除く） 

３ 利用者が介護保険施設、居住系サービス等施設等へ入所・入院・入 

  居等した場合 

４ 第８条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満

了したとき 

５ 第９条に基づき、事業者から契約の解除の意思表示がなされ、予告期

間が満了したとき 

６ 利用者が死亡したとき 

７ 契約期間途中での解約について 

利用者の解約権 

 

解約を希望する１カ月前までにお申出いただければ解約することができ

ます。 

また次のいずれかに該当する場合は、直ちに契約を解除することができ

ます。 

１ 事業者が、正当な理由なく、介護保険法等関係法令及びこの契約書に

定めた事項を遵守せずにサービスの提供を怠ったとき 

２ 事業者が、守秘義務に違反した場合 

３ 事業者が、破産等事業を継続する見通しが困難になった場合 

事業者の解約権 

事業者は、利用者に対し、利用者の非協力など利用者と事業者間の信頼

関係を損壊する行為をなし、改善の見込みがないため、この契約の目的を

達することが不可能となったときは、１カ月以上の予告期間をもってこの

契約を解除することができます。 

８ 高齢者虐待防止について 

９ 事故発生時の対応及び賠償責任について 

事故発生時の対応

について 

事業者は、利用者に対する介護予防ケアプランの提供により事故が発生

した場合には 速やかに利用者の家族及び市町村関係窓口に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じます。 

賠償責任について 

事業者は、利用者に対する介護予防ケアプランの提供により賠償すべき

事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。ただし、利用者

に故意、又は過失が認められる場合、損害賠償責任の一部または全部を減

ずる場合があります。 

 

 

高齢者虐待防止に

ついて 

 事業者は、利用者やその家族等の人権の擁護・虐待の防止等のために、

次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

１ 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上・知識の向上に努めま 

  す。 

２ 個別支援計画の作成など適切な支援に努めます。 

３ 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整える 

  ほか、従業者が利用者の権利擁護に取り組める環境の整備に努め 

  ます。 



１０ 秘密保持(プライバシーの保護)について 

利用者及びその家族

の秘密保持について 

事業者の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしません。 

担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な処置

を講じます。 

個人情報の保護 

事業者は、利用者及びそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物に

関しては、善良な管理者の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の

防止に努めます。 

事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる

場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族

の同意を、あらかじめ文書により得ます。 

 なお、アセスメントで得た利用者やその家族の情報は、サービス担当者

会議等において必要となりますので、別紙の同意書に記名押印いただくよ

うお願いいたします。 
 

１１ サービスの苦情・相談の対応について 

サービスの苦情・相

談の対応について 

事業者は、提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した介護予防

サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに基づいて提供された介護予

防サービス等に関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対

応します。 

サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡く

ださい。 

 

【当事業者の窓口】 

池田市伏尾地域包括

支援センター 

所在地：池田市伏尾町１２－１ 

電 話 番 号：０７２（７５２）１６４９ 

ＦＡＸ番号：０７２（７５４）１３２６ 

受 付 時 間：午前９時～午後５時３０分 

【市町村の窓口】 

池田市福祉部 

地域支援課 

 

所在地：池田市城南１丁目１－１ 

電 話 番 号：０７２（７５２）１１１１（代） 

ＦＡＸ番号：０７２（７５１）８５０５ 

受 付 時 間：午前８時４５分～午後５時１５分 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険

団体連合会 

 

所在地：大阪市中央区常盤町1丁目３－８中央大通ＦＮビル 

電 話 番 号：０６（６９４９）５４１８ 

ＦＡＸ番号：０６（６９４９）５４１７ 

受 付 時 間：午前９時～午後５時 

 

１２ 記録の整備、閲覧について 

記 録 の 整 備  
事業者は、利用者に対する介護予防ケアプランの提供に際して作成した

記録、書類をサービス完了日から５年間保管します。 

サービス提供記録の

閲覧・謄写 

利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けることができ

ます。利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の介護予防サービス計画

又は介護予防ケアマネジメント及びその実施状況に関する書面の交付を受けること

ができます。これらの際に、別紙に記載するコピー代等の実費を請求します。 

 



１３ 利用者に関する市町村への通知について 

利用者に関する市

町村への通知 

事業者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、市町村に通知します 。 

１ 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従 

  わないこと等により、要支援状態等の程度を増進させたと認めると 

  き。 

２ 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けよ 

  うとしたとき。 

 

１４ 介護予防ケアプラン作成にあたっての内容の要望及び説明 

介護予防サービス

事業者の紹介要望 

利用者は、担当職員に対して複数の指定介護予防サービス事業者等の紹

介を求めることができます。 

介護予防サービス

事業者の説明 

利用者は、担当職員に対して介護予防ケアプランの原案に位置付けた指

定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

 

１５ 入院時の連携について 

入院について 

利用者が病院又は診療所に入院する場合には、入院先医療機関との情報

共有により早期からの連携を促進し、利用者の退院支援に資することから

、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えてください。 

 

１６ 裁判管轄について 

裁 判 管 轄 
やむを得ず訴訟となる場合は、事業者の所在地を管轄する裁判所が第一

管轄裁判所とします。 

 

令和  年  月  日 

介護予防支援サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項の説明を

行いました。 

     事業者      所在地     大阪府池田市伏尾町１２－１                    

              名 称     社会福祉法人 大協会                  

              代表者職氏名  理事長 加納 繁照     印 

     説明者      事業所   池田市伏尾地域包括支援センター                    

              氏 名                       

 

 

私は、本書面により事業者から重要事項の説明を受け、十分に理解しました。 

 

     利用者      住 所 池田市                       

 

              氏 名                     印 

 

上記代理人    住 所                                    

 

氏 名                                 印 


